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（賃金構造基本統計調査の変更）

資料２



１ 賃⾦構造基本統計調査の概要（現⾏計画）

調査の概要

 昭和23年に「個⼈別賃⾦調査」の名称で調査を開始以降、毎年実施。昭和39年から現在の調査名称に変更

 ⽇本標準産業分類に掲げる⼤分類のうち「農業，
林業」、「漁業」等を除く16産業に属する事業所

 常⽤労働者５⼈以上を雇⽤する⺠営事業所（常
⽤労働者５〜９⼈の事業所については、企業規模が
５〜９⼈の事業所に限る。）及び常⽤労働者10⼈
以上を雇⽤する公営事業所
⇒約８万事業所（⺟集団:約140万事業所）

 上記事業所に雇⽤される労働者
⇒約170万⼈（⺟集団:約4,200万⼈）

調
査
票
及
び
調
査
事
項

【事業所票】
事業内容、雇⽤形態別労働者数（常⽤労働者・臨時労働

者）、企業全体の常⽤労働者数、新規学卒者の初任給額及び
採⽤⼈員 等
【個⼈票】

労働者の性別、雇⽤形態、就業形態、最終学歴、年齢、勤続
年数、役職⼜は職種、経験年数、実労働⽇数、所定内実労働時
間数、超過実労働時間数、きまって⽀給する現⾦給与額、超過労
働給与額、通勤⼿当・精皆勤⼿当・家族⼿当、賞与・期末⼿当
等特別給与額 等

 調査票の配布：厚⽣労働省ー報告者
 調査票の回収

【⼀括調査企業に属する事業所】
厚⽣労働省－報告者

【⼀括調査企業に属する事業所以外の事業所】
厚⽣労働省－都道府県労働局－（労働基準監督署）－（調査員・職員）－報告者

公表時期 概要：調査実施翌年の３⽉
詳細：調査実施翌年の６⽉

調査の沿⾰

調査範囲
及び

報告者数

調査組織

調査期⽇ 毎年６⽉30⽇現在（ただし、個⼈票の「きまって⽀給する現⾦給与額」等については６⽉の１か⽉間、「賞与・期末⼿当等特別給与額」
については調査実施前年の１⽉１⽇から12⽉31⽇までの間）

主要産業に雇⽤される労働者について、その賃⾦の実態を雇⽤形態、就業形態、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、
経験年数別等に明らかにし、厚⽣労働⾏政の基礎資料を得ることを⽬的とする。

調査の⽬的

調査実施課 厚⽣労働省政策統括官（総合政策、統計・情報政策、政策評価担当）付参事官（企画調整担当）付賃⾦福祉統計室

１
調査員、郵送、その他（職員）調査⽅法

令和元（2019）年５月16日承認



２

２ 調査結果の利活⽤状況

◆ 最低賃⾦の改定
中央最低賃⾦審議会における最低賃⾦改定の⽬安の設定の基礎資料

◆ 労災保険給付額の算定
労災保険給付の休業給付基礎⽇額の最低・最⾼限度額の算定の基礎資料

◆ 地域⼿当の算定
⼈事院における国家公務員給与の地域⼿当の⽀給地域及び⽀給割合の決定の基礎資料

◆ ⼥性の役職者割合の算出
⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）における企業認定基準（注）の

設定のための基礎資料
（注）⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律第８条第１項⼜は第７項の規定に基づく⾏動計画の策定・届出を⾏った企業のうち、

⼥性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、厚⽣労働⼤⾂の認定を受けることができ、認定を受けた場合は、厚⽣労働
⼤⾂が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができる。

⾏政施策上の利⽤

◆ 企業における賃⾦決定等の基礎資料

企業等による利⽤



３ 今回の変更経緯・概要

令和２年（2020年）調査以降の抜本的な調査計画の⾒直しに向けて、喫緊に対応が必要な以
下の事項を過渡的に変更
◆ 調査⽅法

⇒ 統計調査員が調査票を配布・回収する⽅法から、「郵送調査」を基本とした⽅法に変更（注）するとともに、電
⼦媒体による調査票の提出も可能な⼀括調査⽅式を導⼊

（注） 厚⽣労働省が報告者に直接、調査票を郵送し、都道府県労働局等を経由して郵送回収する⽅法を原則としつつ、⼀部、統計調査
員⼜は都道府県労働局等の職員により回収

◆ 調査事項
⇒ 外国⼈労働者の「在留資格」を把握する調査事項の追加、「労働者の番号⼜は⽒名」を把握する調査事

項の削除等
◆ 調査対象の属性的範囲

⇒ 「バー,キャバレー,ナイトクラブ」に属する事業所の除外⾒送り など

令和元年調査の変更概要（平成31年４⽉26⽇答申）

◆ オンライン調査の導⼊、⼀括調査における⺠間事業者の活⽤（調査⽅法の変更）
◆ 調査事項の追加・削除を踏まえた事業所票と個⼈票の統合（調査事項の変更）
◆ 労働者数の推計⽅法の変更を含めた集計事項の⾒直し・再編（集計事項の変更等)

など

令和２年調査からの変更概要（今回の諮問）

３



４ 調査計画の主な変更（１） － 調査⽅法 －
◆ オンライン調査の導⼊及び⼀括調査における実査業務への⺠間事業者の活⽤などにより、報

告者の利便性向上を図りつつ調査業務を効率化（地⽅実査機関の負担軽減）
① 政府統計共同利⽤システムを活⽤したオンライン調査を導⼊するとともに、⼀括調査においてのみ可能としていた

電⼦媒体による提出も全⾯的に可能とするよう変更
② ⼀括調査における調査票の配布・回収・審査業務、⼀括調査以外においてオンライン等により提出された調査票

の審査・照会に係る業務等に⺠間事業者を活⽤
③ 報告者が希望する場合は、事業所内の全労働者について回答することを可能とするよう変更

４

【変更案】 緑枠及び⾚字部分が変更箇所

都道府県労働局
⼜は

労働基準監督署

報
告
者

厚
⽣
労
働
省

調査員
・ 職員

郵送配布 ②

郵送回収 ②

調査員・職員回収（必要と認める場合）

郵送回収 ①②

⺠間
事業者

郵送配布

【⼀括調査】

【⼀括調査以外】

オンライン回収 ①

③

配布・回収・審査業務②

⺠間事業者 ※審査業務②



４ 調査計画の主な変更（２） － 調査事項① －

５

【変更後】

削除

【現⾏計画】

◆ 個⼈票の調査事項を活⽤することにより事業所票の調査事項を削除し、報告者負担を軽減
○ 「新規学卒者の初任給額及び採⽤⼈員」を把握する調査事項を削除



４ 調査計画の主な変更（２） － 調査事項② －

６

○ 「最終学歴」を把握する調査項⽬の選択肢について、「⼤学・⼤学院」を「⼤学」及び「⼤学院」に、「⾼
専・短⼤」を「⾼専・短⼤」及び「専⾨学校」に細分化し、学歴による賃⾦⽔準の実態をより的確に把握

○ 「職種番号」を把握する調査項⽬における職種区分を、⽇本標準職業分類と整合性のある区分に変更
するとともに、役職者の職種も把握するよう変更することで他の統計調査との⽐較可能性を向上

⼀⽅で、全労働者について職種を調査するため、特定業種における「労働者の種類」を把握する調査項
⽬を削除

また、「役職番号」の調査対象事業所を「企業規模100⼈以上」から「事業所規模10⼈以上」に変更
【変更後】【現⾏計画】

【現⾏計画】 【変更後】

◆ ⾏政ニーズや他の統計との⽐較可能性等を踏まえた個⼈票の調査事項の⾒直し



４ 調査計画の主な変更（２） － 調査事項③ －

７

【現⾏計画】 【変更後】

○ 調査結果の利活⽤状況及び他統計による代替可能性を踏まえ、報告者負担の軽減に資することから、
「きまって⽀給する現⾦給与額」を把握する調査項⽬の内訳である「通勤⼿当」、「精皆勤⼿当」及び「家
族⼿当」を削除

◆ ⾏政ニーズや他の統計との⽐較可能性等を踏まえた個⼈票の調査事項の⾒直し（続き）



４ 調査計画の主な変更（２） － 調査事項④ －

８

◆ 調査事項の⾒直し（①〜③）やオンライン調査の導⼊を踏まえ、事業所票と個⼈票を統合
し、配布・回収・審査等の調査業務を効率化

【現⾏計画】 【変更後】個⼈票

事業所票 統合



区分 現⾏ 変更案

変更

（１）全国に関する事項
①常⽤労働者に関する事項
ア ⼀般労働者（短時間労働者を除
いたもの）に関する事項

○全国
①常⽤労働者のうち⼀般労働者に関する事項
ア 企業規模10⼈以上の事業所に係る集計

（シ）（在留資格区分別所定内給
与額等）
在留資格区分、産業、企業規模、雇
⽤形態別平均年齢、平均勤続年数、
平均⽉間所定内実労働時間数、平均
⽉間超過実労働時間数、平均⽉間き
まって⽀給する現⾦給与額、平均⽉間
所定内給与額、平均年間賞与、期末
⼿当等特別給与額及び労働者数

（第22表）在留資格区分、産業別平均年齢、平均勤続年数、平均⽉間所定内実労働
時間数、平均⽉間超過実労働時間数、平均⽉間きまって⽀給する現⾦給与額、平均⽉
間所定内給与額、平均年間賞与、期末⼿当等特別給与額及び労働者数

（第23表）在留資格区分、企業規模別平均年齢、平均勤続年数、平均⽉間所定内実
労働時間数、平均⽉間超過実労働時間数、平均⽉間きまって⽀給する現⾦給与額、平
均⽉間所定内給与額、平均年間賞与、期末⼿当等特別給与額及び労働者数
（第24表）在留資格区分、雇⽤形態別平均年齢、平均勤続年数、平均⽉間所定内実
労働時間数、平均⽉間超過実労働時間数、平均⽉間きまって⽀給する現⾦給与額、平
均⽉間所定内給与額、平均年間賞与、期末⼿当等特別給与額及び労働者数

削除
（ソ）（初任給額等）産業、企業規
模、性、学歴別初任給額及び新規学
卒労働者数

【削除】

追加 【追加】
（第15表）産業、企業規模、職種、性別平均年齢、平均勤続年数、平均⽉間所定内
実労働時間数、平均⽉間超過実労働時間数、平均⽉間きまって⽀給する現⾦給与額、
平均⽉間所定内給与額、平均年間賞与、期末⼿当等特別給与額及び労働者数

４ 調査計画の主な変更（３） － 集計事項等 －

◆ 調査事項の削除や職種区分の⾒直しに伴い、所要の削除及び変更（職種⼤分類別の集計
表の追加等）を⾏うとともに、精度確保の観点から、表章困難な集計事項を削除するなど、
集計事項を整理・⾒直し

◆ 合わせて、復元倍率に事業所の回収率の逆数を乗じて復元する本来の⽅法に変更するととも
に、過去の調査結果についても⼀定期間遡って新たな推計⽅法により再集計

９

【整理・⾒直し例】



（２）個⼈票における匿名データの提供検討
匿名データ化の検討に当たり、個⼈票の情報のみなら

ず、当該事業所票の情報を付加することも含め、利⽤
者にとってより利便性の⾼いデータ提供に向けた検討を
推進することが必要

（１）統計利⽤者への本調査の特徴を含めた
情報提供

以下の点に留意しつつ、引き続き検討することが必要
① 毎⽉勤労統計調査と本調査とは、推計⽅法が

異なることに留意しつつ、適切な⽐較・分析を⾏う
ほか、集計値を⽤いた⽐較に加え、同⼀事業所
の個票を抽出して⽐較することについても検討

② 賃⾦⽔準について、類似統計との⽐較可能性
も含めて検討

５ ４⽉答申における「今後の課題」への対応状況（１）
課題内容

① 毎⽉勤労統計調査と賃⾦構造基本統計調査の調
査対象範囲を揃えた上で集計・⽐較を⾏うこととし、
現在試算中⇒【継続的に取組中】

② 賃⾦⽔準について、類似統計と想定される⼈事院
の「職種別⺠間給与実態調査」や国税庁の「⺠間給
与実態統計調査」との⽐較可能性を検討した結果、
調査対象、調査事項等が異なり、⽐較困難であると
判断。今後、上記２調査の所管機関と調整の上、
各調査と本調査との違い等について、厚⽣労働省
ホームページに掲載することを検討中⇒【継続的に取

組中】

指摘を踏まえた対応状況等

個⼈票には都道府県、産業及び企業規模等報告
者の特定につながりやすい情報が付与されていることを
踏まえ、匿名データ化が可能か、また、可能な場合の匿
名化基準について、総務省と連携しつつ、統計研究研
修所の⽀援を受けて検討を⾏うこととし、現在、匿名化
に向けた具体的な課題の洗い出しを実施中⇒【継続
的に取組中】
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◆オンライン調査の導⼊等の調査⽅法の⾒直し及び更なる公表の早期化
① オンライン調査の導⼊等の調査⽅法の⾒直し

⇒【今回の変更で対応】
② 更なる公表の早期化

オンライン調査の実施状況を踏まえ、引き続き検討⇒【継続的に取組中】
◆調査対象職種の⾒直し及び学歴区分の細分化

⇒【今回の変更で対応】
◆回収率を考慮した労働者数の推計⽅法の変更

⇒【今回の変更で対応】
◆事業所内の全労働者を対象とする調査の実施可能性及びその場合の推計⽅法の検討

⇒【今回の変更で対応】
◆統計ニーズへのより的確な対応を図る観点からの調査事項及び集計事項の⾒直しの検討
① 個⼈票における外国⼈労働者の「国籍」等の把握

令和元年調査から追加した外国⼈労働者の「在留資格」に係る集計結果を踏まえ、引
き続き把握可能性について検討⇒【継続的に取組中】

② 事業所票及び個⼈票における既存の調査事項の⾒直しの検討
役職の把握について、事業所規模10⼈以上の事業所に拡⼤⇒【今回の変更で対応】
短時間労働者の最終学歴の把握については、試験調査において産業、規模によっては半

数近くが未回答であったこと、短時間労働者の学歴を把握していない事業所も多くみられた
ことから、把握困難と判断⇒【⼀定の結論】

③ 外国⼈労働者の「在留資格」に関連した集計事項の充実
令和元年調査における外国⼈労働者数等を踏まえ、統計精度の確保に留意しつつ、同

調査結果の公表時期までに、性別、地域別等の集計可能性について検討⇒【継続的に
取組中】

（３）調査⽅法の⾒直し等
の検討

◆オンライン調査の導⼊等の
調査⽅法の⾒直し及び更な
る公表の早期化

◆調査対象職種の⾒直し及
び学歴区分の細分化

◆回収率を考慮した労働者
数の推計⽅法の変更

◆事業所内の全労働者を対
象とする調査の実施可能性
及びその場合の推計⽅法の
検討

◆統計ニーズへのより的確な
対応を図る観点からの調査
事項及び集計事項の⾒直し
の検討
① 個⼈票における外国⼈
労働者の「国籍」等の把握

② 事業所票及び個⼈票に
おける既存の調査事項の
⾒直しの検討

③ 外国⼈労働者の「在留
資格」に関連した集計事項
の充実
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課題内容 指摘を踏まえた対応状況等

５ ４⽉答申における「今後の課題」への対応状況（２）



◆ 変更する調査事項については、⾏政ニーズや利活⽤の観点からみて、必要かつ適切なものと
なっているか。削除する調査事項については、利活⽤上の⽀障等は⽣じないか。利活⽤にも配
慮しつつ、報告者負担の軽減を図る観点から、更なる改善を図る余地はないか。

６ 現時点で想定される主な論点

◆ 集計事項については、利活⽤等の観点からみて、⼗分かつ適切なものとなっているか。更なる
改善を図る余地はないか。

◆ 推計⽅法の⾒直しに当たっては、具体的にどのような検証・検討が⾏われたのか。当該検
証・検討結果等を踏まえ、⾒直した推計⽅法については、推計精度の改善の観点からみて、
適切なものとなっているか。

◆ オンライン調査の円滑な導⼊や、オンライン回答率向上に向けて具体的にどのような取組を
⾏う予定か。

◆ ⺠間事業者の活⽤に当たっては、「統計調査における⺠間事業者の活⽤に係るガイドライ
ン」に沿って、適切な業務の進捗管理や秘密の保護等に配慮されたものとなっているか。

◆ 令和元年調査から導⼊した、⼀括調査や都道府県労働局との間の回収状況・督促履歴
等をオンタイムで管理・共有するシステムは有効に機能しているか。更なる改善や拡充を図る余
地はないか。
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◆ ４⽉答申時の課題への対応状況については、必要かつ適切なものとなっているか。更なる取
組の余地はないか。


